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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の空気を吸い込む吸い込み口と、空気調和した空気を室内に吹き出す吹き出し口と
、吸い込み口と吹き出し口とを連通させる送風経路に配置されて吸い込み口から吸い込ん
だ空気を吹き出し口から吹き出すように送風する送風手段と、上記送風経路に配置されて
吸い込み口から吸い込まれた空気と熱交換する熱交換器とを備えた空気調和機において、
放電電極と、放電電極に水を供給する水供給手段を備えると共に、放電電極に高 電圧を
印加することで放電電極に保持されている水を静電霧化させる静電霧化手段を有し、この
静電霧化手段の水供給手段として空気中の水分を基に放電電極部分に水が生成されるよう
にするために冷却部と放熱部とを有する冷却源の冷却部側に上記放電電極を設けたことを
特徴とする空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項２】
　前記静電霧化手段は放電電極と対向して位置する対向電極を備え、対向電極と印加電極
との間に高電圧を印加することで放電電極に保持されている水を静電霧化させるものであ
ることを特徴とする請求項１に記載の空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項３】
　吸い込み口と吹き出し口を連通させる送風経路における吹き出し口の近傍に静電霧化手
段を配設し、熱交換器を通って調和された空気の流れに、静電霧化手段により生じた静電
ミストを含む空気を供給して混合するようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の空気清浄機能付き空気調和機。
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【請求項４】
　吸い込み口と吹き出し口を連通させる送風経路における吸い込み口の近傍に静電霧化手
段を配設し、吸い込み口から吸い込んだ空気の流れに、静電霧化手段により生じた静電ミ
ストを含む空気を供給して混合するようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項５】
　水供給手段としての冷却源の冷却部側に設けた放電電極が吹き出し口近傍に、放熱部が
吸い込み口近傍になるように静電霧化手段を配設したことを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項６】
　静電霧化手段にて生じた静電ミストを含む空気の供給を、送風経路の吸い込み口の近傍
または吹き出し口の近傍へと切り替え可能にしたことを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項７】
　静電霧化手段にて生じた静電ミストを含む空気を、送風経路の吸い込み口の近傍と吹き
出し口の近傍の双方に供給するようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の空気清浄機能付き空気調和機。
【請求項８】
　静電霧化手段にて生じた静電ミストを含む空気が、吹き出し口より吹き出される空気の
吹き出し風に向かって供給されるように静電霧化手段を配置したことを特徴とする請求項
３記載の空気清浄機能付き空気調和機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、臭気を除去して空気を清浄化する空気清浄機能を有した空気調和機に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、部屋の空気調和（冷暖房や除湿）を行うにあたっては空気調和機が利用され
ている。
【０００３】
　例えば、図８に示す空気調和機においては、本体ケース６と、室内の空気を吸い込む吸
い込み口１と、空気調和した空気を室内に吹き出す吹き出し口２と、吸い込み口１と吹き
出し口２とを連通させる送風経路３に配置されて吸い込み口１から吸い込んだ空気を吹き
出し口２から吹き出すように送風するファン４と、上記送風経路３に配置されて吸い込み
口１から吸い込まれた空気と熱交換する熱交換器５とを備え、ファン４の駆動により吸い
込み口１から吸い込んだ空気が送風経路３を流れるとき熱交換器５で熱交換することで加
熱したり、冷却したりして空気調和を行い、空気調和を行った空気を吹き出し口２から吹
き出すようになっている。
【０００４】
　このような空気調和機には脱臭機能を有したものがあり、例えば図８に示すように吸い
込み口１に設けた空気清浄フィルター７により臭気成分を吸着するようにしたり、また送
風経路の途中に設けた酸化分解機能を有する触媒層を備えた脱臭ユニットにより臭気成分
を吸着するもの（例えば、特許文献１参照）がある。
【０００５】
　しかしながら、上記脱臭機能を有する空気調和機は吸い込み口１から吸い込まれた空気
中に含まれている臭気成分を取り除いて脱臭するものに過ぎず、室内の空気中に含まれる
臭気成分を除去するものではなく（吸い込み口１から吸い込まれない空気からは臭気成分
を除去できない）、このような空気調和機にあっては特にカーテンや壁等の付着した臭気
成分を取り除くことができなかった。
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【０００６】
　また上記空気調和機にあっては、熱交換器５によって結露が生じやすく、このため送風
経路３内に黴などが発生して臭気が発生しやすく、送風経路３に流入した空気に含まれる
臭気成分を上記フィルター７で取り除いたとしても、臭気成分を取り除いた箇所より下流
側の送風経路３内の臭いが室内に吹き出されるといった問題がある。
【０００７】
　また、近年、空気調和機でないが、水溜め部と、水溜め部から水を搬送する多孔質部材
によって形成された搬送部と、該搬送部の搬送方向と対向するように配置した対向電極部
と、水溜め部から搬送方向の端に至る経路中の水に電圧を印加する水印加電極部とを有す
る静電霧化装置を具備すると共に、前記静電霧化装置の水印加電極部と対向電極部との間
に高電圧を印加した際に生じる粒子径がナノメートルサイズの静電ミストを室内に散布す
るファンを具備し、ファンにより室内に散布した前記静電ミストを有する活性種によって
室内にある空気中に含まれている臭気成分を除去する静電霧化機（例えば、特許文献２、
特許文献３、特許文献４参照）が利用されている。
【０００８】
　しかし、この静電霧化機は冷暖房や除湿を行うことができず、このため従来では冷暖房
や除湿を行うと共にカーテンや壁等に付着した臭気成分を取り除く場合には、上記空気調
和機と静電霧化機の両方を併用する必要があるためにコストがかかり、また大きな設置ス
ペースが必要となるという問題が生じた。
【特許文献１】特開平１１－１４１９０６号公報
【特許文献２】特開２００３－７９７１４号公報
【特許文献３】特開２００４－３５１２７６号公報
【特許文献４】特開２００４－３５８３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで本発明者らは本発明に至る過程において上記空気調和機の送風経路に静電霧化装
置を設け、静電霧化装置によって生じたミストを室内に送るファンとして空気調和機に備
わっているファンを兼用した静電霧化装置付き空気調和機を想起した。しかしながら上記
静電霧化装置には水溜め部への水の供給が必要である。通常の家庭においては空気調和機
は室内の最上部に設置されることが殆どで、水溜め部へ水を使用者の手で供給することは
極めて手間がかかるものとなってしまう。また空気調和機により空気を冷却する際に熱交
換器から発生する水を利用する方法もあるが、これは冷房時と除湿時にのみ可能であり、
暖房時においては水を供給することができないために静電霧化装置も機能しない。
【００１０】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑みて発明したものであって、送風経路内の臭気成分や
空気中に元々含まれている臭気成分を取り除いた脱臭空気を室内に吹き出すことや、静電
ミストを含んだ空気を室内に吹き出すことができて、室内にある空気中の臭気成分、特に
カーテンや壁等に付着した臭気成分を効率よく除去でき、尚且つ低コストで設置スペース
が小さくて済む空気清浄機能付き空気調和機を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明の空気清浄機能付き空気調和機は、室内の空気を吸い
込む吸い込み口１と、空気調和した空気を室内に吹き出す吹き出し口２と、吸い込み口１
と吹き出し口２とを連通させる送風経路３に配置されて吸い込み口１から吸い込んだ空気
を吹き出し口２から吹き出すように送風する送風手段と、上記送風経路３に配置されて吸
い込み口１から吸い込まれた空気と熱交換する熱交換器５とを備えた空気調和機において
、放電電極８と、放電電極８に水を供給する水供給手段を備えると共に、放電電極８に高
電圧を印加することで放電電極８に保持されている水を静電霧化させる静電霧化手段を有
し、この静電霧化手段の水供給手段として空気中の水分を基に放電電極部分に水が生成さ
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れるようにするために冷却部１０ａと放熱部１０ｂとを有する冷却源１０の冷却部１０ａ
側に上記放電電極９を設けたことを特徴とする。
【００１２】
　上記構成によれば、吸い込み口１から空気を吸い込んで送風経路３にて熱交換器５と熱
交換することで空調した空気を吹き出し口２から吹き出すことができるのは勿論、放電電
極８と対向電極９との間に電圧を印加することで放電電極８に保持されている水を静電霧
化した静電ミストＭを発生して静電ミストＭにて臭気成分を除去することができる。この
とき、熱交換器５とは別に設けた冷却源１０の冷却部１０ａに結露した水を放電電極８の
部分に供給することができる。このように静電霧化手段で静電霧化された静電ミストＭを
噴霧することにより室内に含まれている臭気成分を除去することができて壁やカーテンに
付着した臭気成分も除去することができる。また空気調和機でも静電霧化手段を有するこ
とにより１台の装置で室内の空調をしながら室内の臭気の除去ができる。室内の高いとこ
ろに設置される空気調和機でも冷却源１０の冷却部１０ａによる冷却にて放電電極９に結
露した水を供給することができ、水の供給に手間がかかったりすることなく自動的に水を
供給することができる。従って、室内にある空気中の臭気成分、特にカーテンや壁等に付
着した臭気成分を効率よく除去でき、尚且つ低コストで設置スペースが小さくて済む空気
清浄機能付き空気調和機を提供することができる。
【００１３】
　また本発明の請求項２の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１において、前記静電
霧化手段は放電電極８と対向して位置する対向電極９を備え、対向電極９と印加電極との
間に高電圧を印加することで放電電極８に保持されている水を静電霧化させるものである
ことを特徴とする。
　また本発明の請求項３の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１又は請求項２におい
て、吸い込み口１と吹き出し口２を連通させる送風経路３における吹き出し口２の近傍に
静電霧化手段を配設し、熱交換器５を通って調和された空気の流れに、静電霧化手段によ
り生じた静電ミストＭを含む空気を供給して混合するようにしたことを特徴とする。この
場合、空気調和機の送風を利用して静電ミストＭを室内に広く 散布することができ、室
内の広い範囲に亙って臭気成分を除去することができる。
【００１４】
　また本発明の請求項４の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１又は請求項２におい
て、吸い込み口１と吹き出し口２を連通させる送風経路３における吸い込み口１の近傍に
静電霧化手段を配設し、吸い込み口１から吸い込んだ空気の流れに、静電霧化手段により
生じた静電ミストＭを含む空気を供給して混合するようにしたことを特徴とする。この場
合、静電ミストＭが送風経路３に生じる臭気成分、とりわけ熱交換器５の上流に散布され
ることで空気調和機内部の熱交換器５に生じる臭気成分を取り除くことができる。
【００１５】
　また本発明の請求項５の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１又は請求項２におい
て、水供給手段としての冷却源１０の冷却部１０ａ側に設けた放電電極８が吹き出し口２
近傍に、放熱部１０ｂが吸い込み口１近傍になるように静電霧化手段を配設したことを特
徴とする。この場合、熱交換器５との熱交換によって生じる温風を放熱部１０ｂに当てる
ことがないため冷却源１０の性能を安定化することができる。
【００１６】
　また本発明の請求項６の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１又は請求項２におい
て、静電霧化手段にて生じた静電ミストＭを含む空気の供給を、送風経路３の吸い込み口
１の近傍または吹き出し口２の近傍へと切り替え可能にしたことを特徴とする。この場合
、室内の空気中の臭気成分の除去と空気調和機内部に生じた臭気成分の除去が選択的に可
能となる。
【００１７】
　また本発明の請求項７の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項１又は請求項２におい
て、静電霧化手段にて生じた静電ミストＭを含む空気を、送風経路３の吸い込み口１の近
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傍と吹き出し口２の近傍の双方に供給するようにしたことを特徴とする。この場合、静電
霧化手段で発生した静電ミストＭの一部が熱交換器５の上流側に供給されると共に静電ミ
ストＭの残りは室内に散布される。これにより空気調和機内部の熱交換器５に生じる臭気
成分を取り除くと共に、室内の臭気成分も除去することができる。
【００１８】
　また本発明の請求項８の空気清浄機能付き空気調和機は、請求項３において、静電霧化
手段にて生じた静電ミストＭを含む空気が、吹き出し口２より吹き出される空気の吹き出
し風に向かって供給されるように静電霧化手段を配置したことを特徴とする。この場合、
空気調和機の送風を利用して静電ミストＭを室内に広く散布することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は叙述の如く構成されているので、静電霧化手段で静電霧化された静電ミストを
噴霧することにより室内に含まれている臭気成分を除去することができて壁やカーテンに
付着した臭気成分も除去することができるという効果があり、また空気調和機でも静電霧
化手段を有することにより１台の装置で室内の空調をしながら室内の臭気の除去ができる
という効果があり、さらに室内の高いところに設置される空気調和機でも冷却源の冷却部
に結露した水を供給することができ、水の供給に手間がかかったりすることなく自動的に
水を供給することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基いて説明する。図１に示すように空気調和
機の本体ケース６の前面の上部や上面には吸い込み口１を、前面の下部には吹き出し口２
を設けてあり、吸い込み口１と吹き出し口２とを本体ケース６内で連通させる送風経路３
にはファン４が配設されており、ファン４を駆動することにより室内の空気を吸い込み口
１から吸い込んで吹き出し口２から室内に吹き出すようになっている。吸い込み口１の内
側には空気清浄フィルター７が配置されており、吸い込み口１から吸い込んだ空気から塵
埃等を除去できるようになっている。また送風経路３には熱交換器５を配置してあり、吸
い込み口１から吸い込んだ空気を熱交換器５に通過させることで熱交換させて冷却または
加熱または除湿した空気を吹き出し口２から吹き出すようになっている。
【００２１】
　また本発明の場合、静電霧化手段としての静電霧化ブロックＡを空気調和機の本体ケー
ス６内に組み込んである。図１の例の場合、吹き出し口２の近傍に静電霧化ブロックＡを
配置してある。吸い込み口１と吹き出し口２を連通させる送風経路３の吹き出し口２の近
傍に静電霧化ブロックＡを配設してあり、空気調和機により調和された空気に静電霧化ブ
ロックＡにより生じた静電ミストＭを含む空気を供給して混合するようになっており、こ
の静電霧化ブロックＡが次のように構成されている。
【００２２】
　静電霧化ブロックＡは図２に示すように放電電極８と、放電電極８と対向して位置する
対向電極９と、放電電極８に水を供給する水供給手段とを有し、放電電極８と対向電極９
との間に高電圧を高圧印加板１２を介して印加することで放電電極８に生成される水を霧
化させるようになっている。水供給手段は空気中の水分を基に放電電極８部分に水が形成
されるようになっており、ペルチェ素子からなる冷却源１０を用いて放電電極８部分を冷
却するようになっている。この冷却源１０には冷却部１０ａと放熱部１０ｂとを有し、冷
却部１０ａを絶縁板１３を介して放電電極８に密着固定してある。これにより冷却部１０
ａにて絶縁板１３を介して放電電極８部分を冷却し、放電電極８部分に空気中の水分を結
露させて放電電極８に静電霧化するための水を供給することができるようになっている。
冷却源１０の放熱部１０ｂには効率よく放熱するために放熱フィン１４が密着固定されて
いる。
【００２３】
　このとき、放電電極８は熱伝導性のよい材料で形成することが望ましく、一般的には銅
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や銀が良好である。また絶縁板１３は放電電極８に高電圧を印加した場合にペルチェ素子
からなる冷却源１０に高電圧が加わることにより破壊されるのを防止するためのものであ
り、高い熱伝導性と高い絶縁性能が満たされるものであればよく、本例ではセラミック材
料の一つであるアルミナ（ＳｉＯ２）を用いている。また放熱フィン１４は熱伝導性の良
い材料で形成することが望ましい。先の放電電極８と同様に銅や銀が理想的であるが、放
熱性効率は放熱フィン１４から空気中へ放熱することで決定されるため、アルミニウム、
鉄などの金属で十分である。また対向電極９と放電電極８との間に高電圧を印加する高圧
印加板１２は、導電性のよい金属材料が望ましく、本例では耐食性が良く安価なステンレ
ス鋼（ＳＵＳ）を用いている。
【００２４】
　上記のように構成せる空気調和機では室内の空気を吸い込み口１から吸い込み、熱交換
器５で空気調和された空気が吹き出し口２から室内に吹き出される。このとき静電霧化ブ
ロックＡで静電霧化された静電ミストＭは静電霧化ブロックＡの吐出口１６から吐出され
、ファン４による送風にて室内に均等に送られ、広く室内に散布され、カーテンや壁など
の付着臭を効率よく取り除くことができる。また空気調和機でも静電霧化ブロックＡを有
することにより１台の装置で室内の空調をしながら室内の臭気の除去ができる。室内の高
いところに設置される空気調和機でも冷却源１０の冷却部１０ａによる冷却にて放電電極
８部分に結露した水を供給することができ、水の供給に手間がかかったりすることなく自
動的に水を供給することができる。
【００２５】
　また放熱フィン１４には空気調和機に吸い込まれる空気が当たるようにしてペルチェ素
子の冷却源１０の放熱を助けることで、冷却源１０の冷却性能を劣化させることがないた
めに安定して静電ミストＭを散布することができる。
【００２６】
　次に図３に示す実施の形態の例について述べる。本例も上記例と基本的に同じであり、
異なる点だけを主に述べる。図１に示す例では静電霧化ブロックＡを吹き出し口２の近傍
に配置したが、本例では吸い込み口１の近傍に配置してある。
【００２７】
　空気調和機の送風経路３に、静電霧化ブロックＡにより生じた静電ミストＭを含む空気
が供給されて混合されるが、生じた静電ミストＭが送風経路３、とりわけ熱交換器５の上
流に散布される。これにより、空気調和機の内部の熱交換器５に生じる臭気成分を取り除
くことができる。
【００２８】
　次に図４に示す実施の形態の例について述べる。本例も上記例と基本的に同じであり、
異なる点だけを主に述べる。本例も静電霧化ブロックＡを吹き出し口２の近傍に配置して
あるが、放熱フィン１４を吸い込み口１の近傍まで延ばしてある。この場合、空気調和機
によって温風を生じさせたとき発生する温風が放熱部分に当たることがなく、常に室内空
気と同じ温度の空気によって放熱フィン１４が冷やされるためペルチェ素子の冷却性能を
安定化することができる。
【００２９】
　次に図５に示す実施の形態の例について述べる。本例も上記例と基本的に同じであり、
異なる点だけを主に述べる。本例の場合、静電霧化ブロックＡを回転軸１７を中心に回転
自在に装着してあり、静電霧化ブロックＡの吐出口１６の向きを吸い込み口１の近傍また
は吹き出し口２の近傍へと切り替え可能にしてある。これにより室内の空気中の臭気成分
の除去と空気調和機内部に生じた臭気成分の除去が選択可能なようにしてある。
【００３０】
　つまり、室内の空気中の臭気成分を除去する場合は図５（ａ）に示すように静電霧化ユ
ニットＡの吐出口１６を吹き出し口２近傍の方向に位置させる。また空気調和機内部に生
じた臭気成分を除去する場合は、図５（ｂ）に示すように静電霧化ユニットＡの吐出口１
６を吸い込み口１近傍の方向に位置させる。この切り替えは例えば使用者が必要に応じて
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ことも可能である。
【００３１】
　次に図６に示す実施の形態の例について述べる。本例も上記例と基本的に同じであり、
異なる点だけを主に述べる。本例の場合、静電霧化ユニットＡで生じた静電ミストＭを含
む空気を供給する際、送風経路３の吸い込み口１近傍と吹き出し口２近傍の双方に供給す
るようになっている。つまり、吹き出し口２近傍に配置した静電霧化ユニットＡから熱交
換器５のより上流に通じる配管１８を設けてあり、静電霧化ユニットＡに生じた静電ミス
トＭの一部が分流されて熱交換器５の上流に散布されるようになっている。また静電霧化
ユニットＡで生じた静電ミストＭの残りは、室内に散布されるようになっている。これに
より、空気調和機内部の熱交換器５に生じる臭気成分を取り除くことができると共に室内
の臭気成分も除去することができる。
【００３２】
　次に図７に示す実施の形態の例について述べる。本例も上記例と基本的に同じであり、
異なる点だけを主に述べる。本例の場合、静電霧化ユニットＡにて生じた静電ミストＭを
含む空気１９が空気調和機より吹き出される空気の吐出風２０に向かって供給されるよう
に静電霧化ユニットＡを配置した。これにより空気調和機の送風を利用して静電ミストＭ
を室内に広く散布することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態の一例の空気調和機の断面図である。
【図２】同上の静電霧化ユニットの一部切欠斜視図である。
【図３】同上の他の例の空気調和機の断面図である。
【図４】同上の他の例の空気調和機の断面図である。
【図５】（ａ）（ｂ）は同上の他の例の空気調和機の断面図である。
【図６】同上の他の例の空気調和機の断面図である。
【図７】同上の他の例の空気調和機の断面図である。
【図８】従来例の空気調和機の断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　吸い込み口　
　２　吹き出し口
　３　送風経路
　５　熱交換器
　８　放電電極
　９　対向電極
　１０　冷却源
　１０ａ　冷却部
　１０ｂ　放熱部
　Ａ　静電霧化ユニット
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